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富士見市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

富士見市国民健康保険税条例（昭和３２年条例第１号）の一部を改正する条例を別

紙のとおり制定する。 
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提 案 理 由 

保険税率及び課税限度額の改定等をするため、富士見市国民健康保険税条例の一部

を改正したいので、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、この案を提出し

ます。  



 

 

富 士 見 市 国 民 健 康 保 険 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 

 

富士見市国民健康保険税条例（昭和３２年条例第１号）の一部を次のように改正す

る。 

第２条第２項ただし書中「６５万円」を「６６万円」に改め、同条第３項ただし書

中「２４万円」を「２６万円」に改める。 

第３条第１項中「１００分の７．４９」を「１００分の８．２３」に改める。 

第４条中「３４，３００円」を「４２，２００円」に改める。 

第５条中「１００分の２．４２」を「１００分の２．６４」に改める。 

第６条中「１１，５００円」を「１４，０００円」に改める。 

第７条中「１００分の１．９４」を「１００分の２．１８」に改める。 

第７条の２中「１４，９００円」を「１６，３００円」に改める。 

第１９条第１項各号列記以外の部分中「６５万円」を「６６万円」に、「２４万円」

を「２６万円」に改め、同項第１号ア中「２４，０１０円」を「２９，５４０円」に

改め、同号イ中「８，０５０円」を「９，８００円」に改め、同号ウ中 

「１０，４３０円」を「１１，４１０円」に改め、同項第２号ア中「１７，１５０円」

を「２１，１００円」に改め、同号イ中「５，７５０円」を「７，０００円」に改め、

同号ウ中「７，４５０円」を「８，１５０円」に改め、同項第３号ア中「６，８６０

円」を「８，４４０円」に改め、同号イ中「２，３００円」を「２，８００円」に改

め、同号ウ中「２，９８０円」を「３，２６０円」に改め、同条第２項第１号ア中 

「５，１４５円」を「６，３３０円」に改め、同号イ中「８，５７５円」を 

「１０，５５０円」に改め、同号ウ中「１３，７２０円」を「１６，８８０円」に改

め、同号エ中「１７，１５０円」を「２１，１００円」に改め、同項第２号ア中 

「１，７２５円」を「２，１００円」に改め、同号イ中「２，８７５円」を 

「３，５００円」に改め、同号ウ中「４，６００円」を「５，６００円」に改め、同

号エ中「５，７５０円」を「７，０００円」に改める。 

附則第１４項の見出し中「令和７年度分」を「令和８年度分」に改め、同項中「令

和７年度分」を「令和８年度分」に、「令和７年度中」を「令和８年度中」に、 

「１８歳」を「２２歳」に改める。 



 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ この条例による改正後の富士見市国民健康保険税条例の規定は、令和８年度以後

の年度分の国民健康保険税について適用し、令和７年度分までの国民健康保険税に

ついては、なお従前の例による。 


